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居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利

用料等に関する指針
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○

居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び
に
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
等
に
関
す
る
指
針
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
十
九
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行

（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

適
正
な
手
続
の
確
保

一

適
正
な
手
続
の
確
保

指
定
通
所
介
護
事
業
者
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
、
指
定
短

指
定
通
所
介
護
事
業
者
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
、
指
定
短

期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
、
指
定
介
護
老
人

期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
、
指
定
介
護
老
人

福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
介
護
医
療
院

福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
指
定
地
域
密

、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
者
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者

着
型
通
所
介
護
事
業
者
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
、
指
定
小
規
模

、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定
複

施
設
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
通

ョ
ン
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
短

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
者

期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
者
及

、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
者
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型

び
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、
指
定
通
所
介
護
事
業

通
所
介
護
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
者
は
、

所
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業

指
定
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
、
指
定
短
期

所
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人

入
所
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
老
人
福

保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
介
護
医
療
院
、
指
定
地
域
密
着
型
通

祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
指
定
地
域
密
着

所
介
護
事
業
所
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
小
規
模
多
機
能

型
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
小
規
模
多

型
居
宅
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定
複
合
型
サ

機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定
複
合

ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
、
指
定
介

型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
通
所

護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
、

所
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
及
び
指
定
介
護
予
防
小
規

指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
以
下
「
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
居

所
介
護
事
業
所
及
び
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
（
以
下

住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び
に
食
事
の
提
供
に
係
る
契
約
（
以
下
「
契
約
」
と
い
う

「
事
業
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び
に
食
事
の
提

。
）
の
適
正
な
締
結
を
確
保
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
契

供
に
係
る
契
約
（
以
下
「
契
約
」
と
い
う
。
）
の
適
正
な
締
結
を
確
保
す
る
た
め

約
に
係
る
手
続
を
行
う
こ
と
。

、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
契
約
に
係
る
手
続
を
行
う
こ
と
。

イ

当
該
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
等
（
指
定
通
所
介
護
事
業
所
、

イ

当
該
契
約
の
締
結
に
当
た
っ
て
は
、
利
用
者
等
（
指
定
通
所
介
護
事
業
所
、

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
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、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
、

、
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
指
定
地
域
密
着
型
通
所
介
護
事
業
所
、

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
所
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

業
所
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
事
業
所
、

シ
ョ
ン
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予

指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入

防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事

所
生
活
介
護
事
業
所
、
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
、
指
定
介

業
所
及
び
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
所
の
利
用
者
、
指

護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
事
業
所
及
び
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
及
び
指
定
地
域

型
居
宅
介
護
事
業
所
の
利
用
者
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
入
所
者
及
び
入
居
者
並
び
に
指
定
介
護
療
養
型

施
設
及
び
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
入
所
者
及
び
入
居
者
並
び

医
療
施
設
の
入
院
患
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
そ
の
家
族
に
対
し
、
当

に
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
入
院
患
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
そ

該
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
文
書
に
よ
り
事
前
に
説
明
を
行
う
こ
と
。

の
家
族
に
対
し
、
当
該
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
文
書
に
よ
り
事
前
に
説
明
を
行

う
こ
と
。

ロ

当
該
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
、
利
用
者
等
か
ら
文
書
に
よ
り
同
意
を
得
る
こ

ロ

当
該
契
約
の
内
容
に
つ
い
て
、
利
用
者
等
か
ら
文
書
に
よ
り
同
意
を
得
る
こ

と
（
指
定
通
所
介
護
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
指
定
地
域
密
着
型

と
（
指
定
通
所
介
護
、
指
定
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
指
定
地
域
密
着
型

通
所
介
護
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

通
所
介
護
、
指
定
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
、
指
定
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

護
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、

護
、
指
定
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
、
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
、
指
定
介
護
予
防
通

指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
及
び
指
定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能

所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
指
定
介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護
及
び
指

型
居
宅
介
護
を
除
く
。
）
。

定
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
を
除
く
。
）
。

ハ

居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び
に
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
に
つ
い
て
、
そ

ハ

居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び
に
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料
に
つ
い
て
、
そ

の
具
体
的
内
容
、
金
額
の
設
定
及
び
変
更
に
関
し
、
運
営
規
程
（
介
護
保
険
法

の
具
体
的
内
容
、
金
額
の
設
定
及
び
変
更
に
関
し
、
運
営
規
程
（
介
護
保
険
法

施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十

施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
十
九
条
、
第
百
二
十

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
三
十
一
条
の
三
の
二
、
第
百
三

条
、
第
百
二
十
一
条
、
第
百
二
十
二
条
、
第
百
三
十
一
条
の
三
の
二
、
第
百
三

十
一
条
の
四
、
第
百
三
十
一
条
の
五
、
第
百
三
十
一
条
の
六
、
第
百
三
十
一
条

十
一
条
の
四
、
第
百
三
十
一
条
の
五
、
第
百
三
十
一
条
の
六
、
第
百
三
十
一
条

の
八
、
第
百
三
十
一
条
の
八
の
二
、
第
百
三
十
四
条
、
第
百
三
十
六
条
、
第
百

の
八
、
第
百
三
十
一
条
の
八
の
二
、
第
百
三
十
四
条
、
第
百
三
十
六
条
、
第
百

三
十
八
条
、
第
百
四
十
条
の
八
、
第
百
四
十
条
の
九
、
第
百
四
十
条
の
十
、
第

三
十
八
条
、
第
百
四
十
条
の
八
、
第
百
四
十
条
の
九
、
第
百
四
十
条
の
十
、
第

百
四
十
条
の
十
一
、
第
百
四
十
条
の
二
十
四
若
し
く
は
第
百
四
十
条
の
二
十
五

百
四
十
条
の
十
一
、
第
百
四
十
条
の
二
十
四
又
は
第
百
四
十
条
の
二
十
五
の
規

又
は
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三

定
に
基
づ
き
、
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
に
提
出
す
る
運
営
規
程
を
い
う

号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

。
）
へ
の
記
載
を
行
う
と
と
も
に
事
業
所
等
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
を
行
う

も
の
と
さ
れ
た
介
護
保
険
法
施
行
規
則
第
百
三
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
都

こ
と
。

道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
に
提
出
す
る
運
営
規
程
を
い
う
。
）
へ
の
記
載
を

行
う
と
と
も
に
事
業
所
等
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
を
行
う
こ
と
。

598



- 3 -

二

居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び
に
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料

二

居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
並
び
に
食
事
の
提
供
に
係
る
利
用
料

イ

居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
（
以
下
「
居
住
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
利
用
料

イ

居
住
、
滞
在
及
び
宿
泊
（
以
下
「
居
住
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
利
用
料

⑴

居
住
等
に
係
る
利
用
料
は
、
居
住
環
境
の
違
い
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次

⑴

居
住
等
に
係
る
利
用
料
は
、
居
住
環
境
の
違
い
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次

に
掲
げ
る
額
を
基
本
と
す
る
こ
と
。

に
掲
げ
る
額
を
基
本
と
す
る
こ
と
。

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
居
室
、
療
養
室
及
び
病
室
（
以
下
「
居
室
等
」
と

ユ
ニ
ッ
ト
に
属
す
る
居
室
、
療
養
室
及
び
病
室
（
以
下
「
居
室
等
」
と

(ⅰ)

(ⅰ)

い
う
。
）
、
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
等
の
う
ち
定
員
が
一
人
の
も
の

い
う
。
）
、
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
等
の
う
ち
定
員
が
一
人
の
も
の

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付

費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

、
ロ

費
単
位
数
表
の
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

、
ロ

14

13

⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
注

、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注

、
ニ
⑴
か
ら
⑷
ま
で

⑴
か
ら
⑸
ま
で
の
注

、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
９
及
び
ニ
⑴
か
ら
⑷
ま

11

10

11

の
注
６
及
び
ホ
⑴
か
ら
⑺
ま
で
の
注

、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す

で
の
注
６
並
び
に
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

10

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十

関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
別
表
指
定
施
設

一
号
）
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健

サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注

並
び
に
注

並
び
に
介
護
療
養
施
設

び
ロ
の
注

並
び
に
注

並
び
に
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
⑴
か
ら

11

12

10

11

サ
ー
ビ
ス
の
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注

及
び
注

、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注
９

⑷
ま
で
の
注

、
イ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注

、
ロ
⑴
及
び
⑵
の
注
８
、
ロ

12

13

11

12

及
び
注

、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
７
及
び
注
８
並
び
に
介
護
医
療
院
サ

⑴
及
び
⑵
の
注
９
、
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
６
並
び
に
ハ
⑴
か
ら
⑶
ま
で

10

ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
ヘ
ま
で
の
注

及
び
注

、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

の
注
７
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に

10

11

に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指

告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位

定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
療

数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注

、
ロ
⑴

養
介
護
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注
９
、
ロ
⑴
か
ら
⑷
ま
で
の
注
９
、
ハ
⑴
及

10

か
ら
⑷
ま
で
の
注
９
、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
８
、
ニ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
４

び
⑵
の
注
７
並
び
に
ニ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
４
に
定
め
る
者
（
以
下
「
従

並
び
に
ホ
⑴
か
ら
⑹
ま
で
の
注
８
に
定
め
る
者
（
以
下
「
従
来
型
個
室
特

来
型
個
室
特
例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
利
用
、
入
所
又
は
入
院
す
る
も

例
対
象
者
」
と
い
う
。
）
が
利
用
、
入
所
又
は
入
院
す
る
も
の
は
除
く
。

の
は
除
く
。
）
並
び
に
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
（
指
定
介
護
老
人
福

）
並
び
に
ユ
ニ
ッ
ト
に
属
さ
な
い
居
室
（
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指

祉
施
設
、
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定
短
期
入
所
生
活

定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
指
定
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所

介
護
事
業
所
又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
居
室
に

又
は
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護
事
業
所
の
居
室
に
限
る
。
）
の

限
る
。
）
の
う
ち
定
員
が
二
人
以
上
の
も
の

室
料
及
び
光
熱
水
費
に
相

う
ち
定
員
が
二
人
以
上
の
も
の

室
料
及
び
光
熱
水
費
に
相
当
す
る
額

当
す
る
額

（
略
）

（
略
）

(ⅱ)

(ⅱ)

⑵

（
略
）

⑵

（
略
）

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）
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三

（
略
）

三

（
略
）
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参考２－17

厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定

施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型

介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサー

ビスの種類及び当該サービスの単位数並びに限

度単位数
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○ 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービス

の種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数（平成十八年厚生労働省告示第百六十五号）（抄）【平成三十年四月一日施行（予定）】

（傍線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

別表第一 別表第一

１～３ （略） １～３ （略）

４ 訪問看護 ４ 訪問看護

イ～ニ （略） イ～ニ （略）

ホ イからニまでについては、訪問看護費のイからハまでの注１から ホ イからニまでについては、訪問看護費のイからハまでの注１から

注12まで、注14から注16まで及びニからチまでについては、適用し 注12まで、注14及び注15並びにニからチまでについては、適用しな

ない。 い。

５ 指定訪問リハビリテーション（１回につき） ５ 指定訪問リハビリテーション（１回につき）

イ （略） イ （略）

ロ 訪問リハビリテーション費のイの注１から注７まで及び注９、ロ ロ 訪問リハビリテーション費のイの注１から注５まで及び注７、ロ

並びにハについては、適用しない。 並びにハについては、適用しない。

６ 指定通所介護 ６ 指定通所介護

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注１から注19 ハ イ及びロについては、通所介護費のイからハまでの注１から注14

まで並びにニ及びホについては、適用しない。 まで並びにニ及びホについては、適用しない。

７ 指定通所リハビリテーション ７ 指定通所リハビリテーション

イ （略） イ （略）

ロ 通所リハビリテーション費のイからハまでの注１から注20まで並 ロ 通所リハビリテーション費のイからハまでの注１から注18まで並

びにニからヘまでは、適用しない。 びにニからヘまでは、適用しない。

８ 指定福祉用具貸与（１月につき） ８ 指定福祉用具貸与（１月につき）

イ 利用者に対して、指定福祉用具貸与（指定居宅サービス基準第19 イ 利用者に対して、指定福祉用具貸与（指定居宅サービス基準第19

3条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。）に係る受託 3条に規定する指定福祉用具貸与をいう。以下同じ。）に係る受託

居宅サービス事業者が、指定福祉用具貸与を行った場合には、現に 居宅サービス事業者が、指定福祉用具貸与を行った場合には、現に

指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定特定施設の所在地に 指定福祉用具貸与に要した費用の額を当該指定特定施設の所在地に

602



- 2 -

適用される特定施設入居者生活介護の１単位の単価で除して得た単 適用される特定施設入居者生活介護の１単位の単価で除して得た単

位数（１単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単 位数（１単位未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単

位数）を算定する。ただし、１月当たりの平均貸与件数が100件以 位数）を算定する。

上となったことのある福祉用具に係る指定福祉用具貸与については

、別に厚生労働大臣が定める福祉用具貸与の基準を満たさない指定

福祉用具貸与を行った場合は、当該指定福祉用具貸与に係る単位数

は、算定しない。

ロ （略） ロ （略）

９ 指定地域密着型通所介護 ９ 指定地域密着型通所介護

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロの注 ニ イからハまでについては、地域密着型通所介護費のイ及びロの注

１から注22まで並びにハ及びニについては、適用しない。 １から注17まで並びにハ及びニについては、適用しない。

10 指定認知症対応型通所介護 10 指定認知症対応型通所介護

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注１から注13まで並びにハ ハ 認知症対応型通所介護費のイ及びロの注１から注11まで並びにハ

及びニについては、適用しない。 及びニについては、適用しない。

別表第二 別表第二

１ （略） １ （略）

２ 指定訪問介護（１月につき） ２ 指定訪問介護（１月につき）

利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事業者 イ 利用者に対して、指定訪問介護に係る受託介護予防サービス事業

（指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予防サービ 者（指定介護予防サービス基準第253条に規定する受託介護予防サ

ス事業者をいう。以下同じ。）の訪問介護員等が、指定訪問介護を行 ービス事業者をいう。以下同じ。）の訪問介護員等が、指定訪問介

った場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定す 護を行った場合には、介護予防訪問介護費の注１のイからハまでの

る。 区分に応じ、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防

⑴ １週に１回程度の訪問介護が必要とされた者 1,051単位 訪問介護費（以下「介護予防訪問介護費」という。）に100分の90

⑵ １週に２回程度の訪問介護が必要とされた者 2,101単位 を乗じて得た単位数を算定する。

⑶ ⑵に掲げる回数の程度を超える訪問介護が必要とされた者（その ロ 介護予防訪問介護費のイからハまでの注１から注８まで及びニか

要支援状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及 らヘまでについては、適用しない。

び判定の基準等に関する省令（平成11年厚生省令第58号）第２条第
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１項第２号に掲げる区分である者に限る。） 3,333単位

３ 指定通所介護（１月につき） ３ 指定通所介護（１月につき）

利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事業者 イ 利用者に対して、指定通所介護に係る受託介護予防サービス事業

が、施設基準第５号イ⑵に適合しているものとして都道府県知事に届 者が、施設基準第５号イ⑵に適合しているものとして都道府県知事

け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場

、利用者の要支援状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する 合には、指定介護予防サービス介護給付費単位数表の介護予防通所

。 介護費（以下「介護予防通所介護費」という。）に100分の90を乗

⑴ 要支援１ 1,482単位 じて得た単位数を算定する。

⑵ 要支援２ 3,039単位 ロ 介護予防通所介護費のハの運動器機能向上サービス（ホにおいて

「運動器機能向上サービス」という。）を行った場合は、運動器機

能向上加算として、１月につき203単位を加算する。

ハ 介護予防通所介護費のニの栄養改善サービス（ホにおいて「栄養

改善サービス」という。）を行った場合は、栄養改善加算として、

１月につき135単位を加算する。

ニ 介護予防通所介護費のホの口腔機能向上サービス（ホにおいて「
くう

口腔機能向上サービス」という。）を行った場合は、口腔機能向上
くう くう

加算として、１月につき135単位を加算する。

ホ 厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号）第

109号に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た指定通

所介護事業所が、利用者に対し、運動器機能向上サービス、栄養改

善サービス又は口腔機能向上サービスのうち複数のサービスを実施
くう

した場合に、１月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する

。ただし、運動器機能向上加算、栄養改善加算又は口腔機能向上加
くう

算を算定している場合は、次に掲げる加算は算定しない。また、次

に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。

⑴ 選択的サービス複数実施加算 432単位(Ⅰ)

⑵ 選択的サービス複数実施加算 630単位(Ⅱ)

ヘ イからホまでについては、介護予防通所介護費のイの注１から注

６まで及びロからリまでについては、適用しない。
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（削る） ４ 指定介護予防訪問介護（１月につき）

利用者に対して、指定介護予防訪問介護（介護保険法施行規則等の

一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４号）附則第２条第３

号及び第４条第３号の規定によりなおその効力を有するものとされた

同令第５条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人

員、設備及び運営並びに指定介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（以下「旧指定介護予防サービス基準」という。）第４条

に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。）に係る受託介

護予防サービス事業者の訪問介護員等が、指定介護予防訪問介護を行

った場合には、この別表第二の２を準用する。

４ （略） ５ （略）

５ 指定介護予防訪問看護 ６ 指定介護予防訪問看護

イ～ニ （略） イ～ニ （略）

ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ並びにロの注 ホ イからニまでについては、介護予防訪問看護費のイ並びにロの注

１から注10まで、注12及び注13並びにハからヘまでについては、適 １から注10まで及び注12並びにハからヘまでについては、適用しな

用しない。 い。

６ 指定介護予防訪問リハビリテーション（１回につき） ７ 指定介護予防訪問リハビリテーション（１回につき）

イ （略） イ （略）

ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注１から注７まで、注 ロ 介護予防訪問リハビリテーション費のイの注１から注５まで及び

９及び注10並びにロについては、適用しない。 注７並びにロについては、適用しない。

（削る） ８ 指定介護予防通所介護（１月につき）

利用者に対して、指定介護予防通所介護（旧指定介護予防サービス

基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。）に

係る受託介護予防サービス事業者が、施設基準第71号に適合している

ものとして都道府県知事に届け出た指定介護予防通所介護事業所（旧

指定介護予防サービス基準第97条第１項に規定する指定介護予防通所

介護事業所をいう。）において、指定介護予防通所介護を行った場合

には、この別表第二の３を準用する。

７ 指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき） ９ 指定介護予防通所リハビリテーション（１月につき）

イ～ハ （略） イ～ハ （略）
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ニ・ホ （略） ニ・ホ （略）

ヘ イからホまでについては、介護予防通所リハビリテーション費の ヘ イからホまでについては、介護予防通所リハビリテーション費の

イの注１から注９まで及びロからリまでについては、適用しない。 イの注１から注６まで及びロからチまでについては、適用しない。

８ 指定介護予防福祉用具貸与（１月につき） 10 指定介護予防福祉用具貸与（１月につき）

イ 利用者に対して、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サー イ 利用者に対して、指定介護予防福祉用具貸与（指定介護予防サー

ビス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以 ビス基準第265条に規定する指定介護予防福祉用具貸与をいう。以

下同じ。）に係る受託介護予防サービス事業者が、指定介護予防福 下同じ。）に係る受託介護予防サービス事業者が、指定介護予防福

祉用具貸与を行った場合には、現に指定介護予防福祉用具貸与に要 祉用具貸与を行った場合には、現に指定介護予防福祉用具貸与に要

した費用の額を当該指定介護予防特定施設の所在地の特定施設入居 した費用の額を当該指定介護予防特定施設の所在地の特定施設入居

者生活介護に適用される単位の１単価で除して得た単位数（１単位 者生活介護に適用される単位の１単価で除して得た単位数（１単位

未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）を算定 未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た単位数）を算定

する。ただし、１月当たりの平均貸与件数が100件以上となったこ する。

とのある福祉用具に係る指定介護予防福祉用具貸与については、別

に厚生労働大臣が定める介護予防福祉用具貸与の基準を満たさない

指定介護予防福祉用具貸与を行った場合は、当該指定介護予防福祉

用具貸与に係る単位数は、算定しない。

ロ （略） ロ （略）

９ 指定介護予防認知症対応型通所介護 11 指定介護予防認知症対応型通所介護

イ・ロ （略） イ・ロ （略）

ハ 介護予防認知症対応型通所介護費の注６の個別機能訓練を行った ハ 介護予防認知症対応型通所介護費の注５の個別機能訓練を行った

場合は、個別機能訓練加算として、１日につき24単位を加算する。 場合は、個別機能訓練加算として、１日につき24単位を加算する。

ニ 介護予防認知症対応型通所介護費の注８の栄養改善サービスを行 ニ 介護予防認知症対応型通所介護費の注７の栄養改善サービスを行

った場合は、栄養改善加算として、１月につき135単位を加算する った場合は、栄養改善加算として、１月につき135単位を加算する

。 。

ホ 介護予防認知症対応型通所介護費の注10の口腔機能向上サービス ホ 介護予防認知症対応型通所介護費の注８の口腔機能向上サービス
くう くう

を行った場合は、口腔機能向上加算として、１月につき135単位を を行った場合は、口腔機能向上加算として、１月につき135単位を
くう くう

加算する。 加算する。

ヘ イからホまでについては、介護予防認知症対応型通所介護費のイ ヘ イからホまでについては、介護予防認知症対応型通所介護費のイ

及びロの注１から注13まで、ハ並びにニについては、適用しない。 及びロの注１から注11まで、ハ並びにニについては、適用しない。

10・11 12・13 （略）
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参考２－18

厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に

係る単位数

608
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○ 厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数（平成十八年厚生労働省告示第二百六十三号）（抄）【平成三十年四月一日施行（予定

）】

（ ）傍 線 部 分 は 改 正 部 分

改 正 後 改 正 前

別表 別表

１ 基本夜間対応型訪問介護費（１月につき） 1,009単位 １ 基本夜間対応型訪問介護費（１月につき） 981単位

注 （略） 注 （略）

２ 定期巡回サービス費（１回につき） 378単位 ２ 定期巡回サービス費（１回につき） 368単位

注 （略） 注 （略）

３ 随時訪問サービス費 （１回につき） 576単位 ３ 随時訪問サービス費 （１回につき） 560単位(Ⅰ) (Ⅰ)

注 （略） 注 （略）

４ 随時訪問サービス費 （１回につき） 775単位 ４ 随時訪問サービス費 （１回につき） 754単位(Ⅱ) (Ⅱ)

注 （略） 注 （略）

イ～ニ （略） イ～ニ （略）
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参考２－19

厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生

が疑われる際の対処等に関する手順

610
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○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
感
染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
が
疑
わ
れ
る
際
の
対
処
等
に
関
す
る
手
順
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
六
十
八
号
）
（
抄
）
【
平
成
三

十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
、
指
定

一

養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
、
介
護
老
人
保
健
施
設
若
し
く

介
護
療
養
型
医
療
施
設
若
し
く
は
介
護
医
療
院
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
指
定

は
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
指
定
地
域
密
着
型
介

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
は
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
養
護
老
人
ホ

護
老
人
福
祉
施
設
又
は
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
以
下
「
養
護
老
人
ホ
ー
ム
等
」
と
い

ー
ム
等
」
と
い
う
。
）
の
従
業
者
が
、
入
所
者
、
入
居
者
又
は
入
院
患
者
に
つ
い

う
。
）
の
従
業
者
が
、
入
所
者
、
入
居
者
又
は
入
院
患
者
に
つ
い
て
、
感
染
症
又

て
、
感
染
症
又
は
食
中
毒
の
発
生
を
疑
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
管
理
者
又
は
施

は
食
中
毒
の
発
生
を
疑
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
管
理
者
又
は
施
設
長
（
以
下
「

設
長
（
以
下
「
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
に
報
告
す
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
に
報
告
す
る
体
制
を
整
え
る
こ
と
。

二
～
八

（
略
）

二
～
八

（
略
）

611



参考２－20

介護保険法施行規則附則第二十三条第一項各号

及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法第

五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の

負担限度額並びに同令附則第二十五条第一項各

号及び第二項各号に掲げる者に係る同法第六十

一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担

限度額

612
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○

介
護
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
二
十
三
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
介
護
保
険
法
第
五
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
負
担

限
度
額
並
び
に
同
令
附
則
第
二
十
五
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
同
法
第
六
十
一
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
滞
在
費
の
負
担
限
度
額
（
平

成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
五
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

所
得
の
区
分

居
室
等
の
区
分

額

所
得
の
区
分

居
室
等
の
区
分

額

一

イ

施
行
規
則
附
則
第
二
十

（
略
）

（
略
）

一

イ

施
行
規
則
附
則
第
二
十

（
略
）

（
略
）

三
条
第
一
項
第
一
号
又
は

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

三
条
第
一
項
第
一
号
又
は

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

床
室

き
千
三
百

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

き
千
三
百

者

十
円

者

十
円

ロ

施
行
規
則
附
則
第
二
十

（
略
）

（
略
）

ロ

施
行
規
則
附
則
第
二
十

（
略
）

（
略
）

五
条
第
一
項
第
一
号
又
は

五
条
第
一
項
第
一
号
又
は

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

者

者

二

イ

施
行
規
則
附
則
第
二
十

（
略
）

（
略
）

二

イ

施
行
規
則
附
則
第
二
十

（
略
）

（
略
）

三
条
第
一
項
第
二
号
又
は

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

三
条
第
一
項
第
二
号
又
は

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

床
室

き
四
百
九

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

き
四
百
九

者

十
円

者

十
円

ロ

施
行
規
則
附
則
第
二
十

（
略
）

（
略
）

ロ

施
行
規
則
附
則
第
二
十

（
略
）

（
略
）

五
条
第
一
項
第
二
号
又
は

五
条
第
一
項
第
二
号
又
は

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る

者

者

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
」
と
は
、
居
住
費
用
告
示

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
」
と
は
、
居
住
費
用
告
示
の
表
備

の
表
備
考
二
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
を
い
う
。

考
二
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
を
い
う
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）
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参考２－21

介護保険法施行規則附則第二十七条第一項各号

及び第二項各号に掲げる者に係る介護保険法施

行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の

特定負担限度額

614
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○

介
護
保
険
法
施
行
規
則
附
則
第
二
十
七
条
第
一
項
各
号
及
び
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
係
る
介
護
保
険
法
施
行
法
第
十
三
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
居
住
費
の
特
定

負
担
限
度
額
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
八
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

所
得
の
区
分

居
室
等
の
区
分

額

所
得
の
区
分

居
室
等
の
区
分

額

一

施
行
規
則
附
則
第
二
十
七
条

（
略
）

（
略
）

一

施
行
規
則
附
則
第
二
十
七
条

（
略
）

（
略
）

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

第
一
号
に
掲
げ
る
者

床
室

き
千
三
百

第
一
号
に
掲
げ
る
者

き
千
三
百

十
円

十
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二

施
行
規
則
附
則
第
二
十
七
条

（
略
）

（
略
）

二

施
行
規
則
附
則
第
二
十
七
条

（
略
）

（
略
）

第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項

ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多

一
日
に
つ

第
一
項
第
二
号
又
は
第
二
項

ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室

一
日
に
つ

第
二
号
に
掲
げ
る
者

床
室

き
四
百
九

第
二
号
に
掲
げ
る
者

き
四
百
九

十
円

十
円

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

備
考

一

（
略
）

一

（
略
）

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
」
と
は
、
特
定
居
住
費
用

二

こ
の
表
に
お
い
て
「
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
」
と
は
、
特
定
居
住
費
用
告
示
の

告
示
の
表
備
考
二
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
個
室
的
多
床
室
を
い
う
。

表
備
考
二
に
規
定
す
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
準
個
室
を
い
う
。

三
・
四

（
略
）

三
・
四

（
略
）
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参考２－22

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域
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○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
中
山
間
地
域
等
の
地
域
（
平
成
二
十
一
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
八
十
三
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（

年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（

以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
訪
問
介
護

以
下
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
訪
問
介
護

費
の
注

、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
６
、
訪
問
看
護
費
の
注
８
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ

費
の
注

、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
６
、
訪
問
看
護
費
の
注
８
及
び
福
祉
用
具
貸

13

12

テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
４
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注
４
、
ロ
⑴

与
費
の
注
２
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

か
ら
⑶
ま
で
の
注
３
、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
４
、
ニ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
３
及
び
ホ

（
平
成
十
二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
十
号
）
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給

⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
３
並
び
に
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
２
、
指
定
居
宅
介
護
支
援

付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う

に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

。
）
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
４
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

二
十
号
）
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
居
宅

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）

介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
４
、

別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成

着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応

十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介

型
訪
問
介
護
看
護
費
の
注
７
及
び
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
注
７
、
指
定

護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年

表
」
と
い
う
。
）
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
注
７
、
指
定

厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年

単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う

厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費

。
）
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注
５
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
６
、

単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う

介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
７
及
び
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
２
並
び
に

。
）
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
６
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
７
、

指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
４
、
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指

準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
介

導
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注
４
、
ロ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
３
、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
４

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介

、
ニ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
３
及
び
ホ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
３
並
び
に
介
護
予
防
福

護
費
の
注
７
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
地
域

祉
用
具
貸
与
費
の
注
２
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
地
域

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
九
十
三
号
）
第
二
号
の
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
九
十
三
号
）
第
二
号
の
そ
の
他
の
地
域
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
地
域
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告

る
地
域
の
う
ち
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告

示
第
百
二
十
号
）
に
規
定
す
る
地
域
を
除
い
た
地
域

617
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示
第
百
二
十
号
）
に
規
定
す
る
地
域
を
除
い
た
地
域

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
注

、
訪
問
入

二

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問
介
護
費
の
注

、
訪
問
入

14

13

浴
介
護
費
の
注
７
、
訪
問
看
護
費
の
注
９
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注

浴
介
護
費
の
注
７
、
訪
問
看
護
費
の
注
９
、
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注

５
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注
５
、
ロ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
４

３
、
通
所
介
護
費
の
注
４
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
４
及
び
福
祉
用

、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
５
、
ニ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
４
並
び
に
ホ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の

具
貸
与
費
の
注
３
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
介
護
支

注
４
、
通
所
介
護
費
の
注
６
、
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
５
並
び
に
福

援
費
の
注
５
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
定
期
巡
回

祉
用
具
貸
与
費
の
注
３
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
介

・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
注
８
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
注
５

護
支
援
費
の
注
５
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
定
期

並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
介
護

巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
注
８
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費

費
の
注
６
、
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
７
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注

の
注
７
、
複
合
型
サ
ー
ビ
ス
費
の
注
６
及
び
地
域
密
着
型
通
所
介
護
費
の
注
７
、

８
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
３
、
介
護
予
防
通
所
介
護
費

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費

の
注
２
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
２
及
び
介
護
予
防
福
祉

の
注
７
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
８
、
介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

用
具
貸
与
費
の
注
３
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
地
域

ン
費
の
注
５
、
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注
５
、
ロ
⑴

か
ら
⑶
ま
で
の
注
４
、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
５
、
ニ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
４
並
び
に

ホ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
４
、
介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
２
、

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
３
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示

第
百
二
十
八
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位

数
表
の
介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
費
の
注
７
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別

に
定
め
る
地
域

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
地
域

イ
～
ヌ

（
略
）

イ
～
ヌ

（
略
）
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○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
八
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成

十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
第
四
項
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等

十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
第
四
項
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護

の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
介
護

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

予
防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省

令
第
三
十
五
号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
次
に

令
第
三
十
五
号
）
第
五
条
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
次
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。

掲
げ
る
者
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
）

三

三
年
以
上
介
護
等
の
業
務
に
従
事
し
た
者
で
あ
っ
て
、
介
護
保
険
法
施
行
規

則
第
二
十
二
条
の
二
十
三
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
職
員
初
任
者
研
修
課
程
を

修
了
し
た
も
の

620
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附

則

（
経
過
措
置
）

第
●
条

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
を
い
う
。

）
の
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
提
供

責
任
者
第
三
号
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
引
き
続
き
当
該
サ

ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地
域
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年

厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問

厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
別
表
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
訪
問

介
護
費
の
注

、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
５
、
訪
問
看
護
費
の
注
７
、
訪
問
リ
ハ
ビ

介
護
費
の
注

、
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
５
、
訪
問
看
護
費
の
注
７
及
び
福
祉
用
具

11

11

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
３
、
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
イ
⑴
及
び
⑵
の
注
３
、
ロ
⑴

貸
与
費
の
注
１
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

か
ら
⑶
ま
で
の
注
２
、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
３
、
ニ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
２
及
び
ホ
⑴

（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単

か
ら
⑶
ま
で
の
注
２
及
び
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
１
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す

位
数
表
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
３
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
別
表

の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別

指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
居
宅
介
護
支
援
費
の
注
３
、
指
定
地

表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型

域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚

訪
問
介
護
看
護
費
の
注
５
並
び
に
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の

生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
別
表
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単

算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定

位
数
表
の
定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護
費
の
注
５
並
び
に
指
定
介
護
予

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注
４
、
介

防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働

護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
５
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
６
及
び
介
護
予
防

省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
別
表
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の

福
祉
用
具
貸
与
費
の
注
１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
地
域

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護
費
の
注
５
、
介
護
予
防
訪
問
看
護
費
の
注
６
、
介
護
予
防

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
注
３
、
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
費
の
イ
⑴

及
び
⑵
の
注
３
、
ロ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
２
、
ハ
⑴
及
び
⑵
の
注
３
、
ニ
⑴
か
ら
⑶

ま
で
の
注
２
及
び
ホ
⑴
か
ら
⑶
ま
で
の
注
２
及
び
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
費
の
注

１
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
地
域

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）
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参考２－25

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関

する基準等の規定に基づく厚生労働大臣が定め

る特別療養費に係る指導管理等及び単位数
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○ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の規定に基づく厚生労働大臣が定める特別療養費に係る指導管理等及び単位数（平成二

十年厚生労働省告示第二百七十三号）（抄）【平成三十年四月一日施行（予定）】

（ ）傍 線 部 分 は 改 正 部 分

改 正 後 改 正 前

別表 別表

１ 感染対策指導管理（１日につき） ６単位 １ 感染対策指導管理（１日につき） ５単位

注 （略） 注 （略）

２ 褥 瘡対策指導管理（１日につき） ６単位 ２ 褥 瘡対策指導管理（１日につき） ５単位
じよくそう じよくそう

注 （略） 注 （略）

３～13 （略） ３～13 （略）
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参考２－26

厚生労働大臣が定める一単位の単価
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○

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
平
成
二
十
七
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
三
号
）
（
抄
）
【
平
成
三
十
年
四
月
一
日
施
行
（
予
定
）
】

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

一

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二

年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
第
二
号
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

年
厚
生
省
告
示
第
十
九
号
）
第
二
号
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号

用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号

）
第
二
号
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（

）
第
二
号
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
第
二
号
、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
第
二
号
、
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）

る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）

第
二
号
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

第
二
号
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
第
二
号
、
指
定
地
域
密
着
型

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
第
二
号
、
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年

厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
第
二
号
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
に
要
す
る

厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
第
二
号
及
び
指
定
介
護
予
防
支
援
に
要
す
る

費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九

費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九

号
）
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
以
下
「
一
単
位
の
単

号
）
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一
単
位
の
単
価
（
以
下
「
一
単
位
の
単

価
」
と
い
う
。
）
は
、
十
円
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九

価
」
と
い
う
。
）
は
、
十
円
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
介
護
保
険
法
（
平
成
九

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

、
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
同

、
同
法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
、
同

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
、
同
法
第
五
十

法
第
四
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
、
同
法
第
五
十

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第

三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
同
法
第
五
十

一
項
に
規
定
す
る
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
若
し
く
は
同
法
第
五
十

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
事
業
を
行
う
事
業
所
又
は
同
法

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
支
援
の
事
業
を
行
う
事
業
所
又
は
同
法

第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
う
介
護
保
険
施
設

第
四
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
を
行
う
介
護
保
険
施
設

が
所
在
す
る
地
域
区
分
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
種
類
に
応
じ
て
同

が
所
在
す
る
地
域
区
分
及
び
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
サ
ー
ビ
ス
種
類
に
応
じ
て
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

地
域
区
分

サ
ー
ビ
ス
種
類

割
合

地
域
区
分

サ
ー
ビ
ス
種
類

割
合
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一
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

一
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

通
所
介
護

千
分
の
千
九
十

通
所
介
護

千
分
の
千
九
十

短
期
入
所
療
養
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護

生
活
介
護

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

（
削
る
）

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
百
十

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
百
十

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
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介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

訪
問
介
護

千
分
の
千
百
四
十

訪
問
介
護

千
分
の
千
百
四
十

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

居
宅
介
護
支
援

（
削
る
）

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
支
援

介
護
予
防
支
援

二
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

二
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

通
所
介
護

千
分
の
千
七
十
二

通
所
介
護

千
分
の
千
七
十
二

短
期
入
所
療
養
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護

生
活
介
護

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

629
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介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

（
削
る
）

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
八
十
八

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
八
十
八

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

訪
問
介
護

千
分
の
千
百
十
二

訪
問
介
護

千
分
の
千
百
十
二

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

居
宅
介
護
支
援

（
削
る
）

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
支
援

介
護
予
防
支
援

630
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三
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

三
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

通
所
介
護

千
分
の
千
六
十
八

通
所
介
護

千
分
の
千
六
十
八

短
期
入
所
療
養
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護

生
活
介
護

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

（
削
る
）

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
八
十
三

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
八
十
三

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

631
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介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

訪
問
介
護

千
分
の
千
百
五

訪
問
介
護

千
分
の
千
百
五

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

居
宅
介
護
支
援

（
削
る
）

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
支
援

介
護
予
防
支
援

四
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

四
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

通
所
介
護

千
分
の
千
五
十
四

通
所
介
護

千
分
の
千
五
十
四

短
期
入
所
療
養
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護

生
活
介
護

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

632
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介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

（
削
る
）

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
六
十
六

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
六
十
六

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

訪
問
介
護

千
分
の
千
八
十
四

訪
問
介
護

千
分
の
千
八
十
四

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

居
宅
介
護
支
援

（
削
る
）

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
支
援

介
護
予
防
支
援

633
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五
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

五
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

通
所
介
護

千
分
の
千
四
十
五

通
所
介
護

千
分
の
千
四
十
五

短
期
入
所
療
養
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護

生
活
介
護

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

（
削
る
）

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
五
十
五

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
五
十
五

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

634
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介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

訪
問
介
護

千
分
の
千
七
十

訪
問
介
護

千
分
の
千
七
十

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

居
宅
介
護
支
援

（
削
る
）

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
支
援

介
護
予
防
支
援

六
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

六
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

通
所
介
護

千
分
の
千
二
十
七

通
所
介
護

千
分
の
千
二
十
七

短
期
入
所
療
養
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護

生
活
介
護

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

635
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介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

（
削
る
）

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
三
十
三

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
三
十
三

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

訪
問
介
護

千
分
の
千
四
十
二

訪
問
介
護

千
分
の
千
四
十
二

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

居
宅
介
護
支
援

（
削
る
）

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
支
援

介
護
予
防
支
援

636
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七
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

七
級
地

居
宅
療
養
管
理
指
導

千
分
の
千

福
祉
用
具
貸
与

福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与

通
所
介
護

千
分
の
千
十
四

通
所
介
護

千
分
の
千
十
四

短
期
入
所
療
養
介
護

短
期
入
所
療
養
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

地
域
密
着
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者

生
活
介
護

生
活
介
護

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス

介
護
医
療
院
サ
ー
ビ
ス

（
新
設
）

（
削
る
）

介
護
予
防
通
所
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
十
七

訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

千
分
の
千
十
七

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

短
期
入
所
生
活
介
護

短
期
入
所
生
活
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

看
護
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

637
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介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
通
所
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

介
護
予
防
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護

訪
問
介
護

千
分
の
千
二
十
一

訪
問
介
護

千
分
の
千
二
十
一

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
入
浴
介
護

訪
問
看
護

訪
問
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

定
期
巡
回
・
随
時
対
応
型
訪
問
介
護
看
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

夜
間
対
応
型
訪
問
介
護

居
宅
介
護
支
援

居
宅
介
護
支
援

（
削
る
）

介
護
予
防
訪
問
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
入
浴
介
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
訪
問
看
護

介
護
予
防
支
援

介
護
予
防
支
援

そ
の
他

全
て
の
サ
ー
ビ
ス

千
分
の
千

そ
の
他

全
て
の
サ
ー
ビ
ス

千
分
の
千

二

前
号
の
地
域
区
分
に
属
す
る
地
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
区
分
に

二

前
号
の
地
域
区
分
に
属
す
る
地
域
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
域
区
分
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
同
表
の
下
欄

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
都
道
府
県
の
区
域
内
の
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

に
掲
げ
る
地
域
と
す
る
。

地
域
区
分

都
道
府
県

地
域

地
域
区
分

都
道
府
県

地
域

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
級
地

東
京
都

町
田
市
、
狛
江
市
、
多
摩
市

二
級
地

東
京
都

狛
江
市
、
多
摩
市

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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大
阪
府

大
阪
市

大
阪
府

大
阪
市

三
級
地

埼
玉
県

さ
い
た
ま
市

三
級
地

（
新
設
）

（
新
設
）

千
葉
県

千
葉
市

千
葉
県

千
葉
市

東
京
都

八
王
子
市
、
武
蔵
野
市
、
三
鷹
市
、
青
梅
市

東
京
都

八
王
子
市
、
武
蔵
野
市
、
府
中
市
、
調
布
市
、
町

、
府
中
市
、
調
布
市
、
小
金
井
市
、
小
平
市

田
市
、
小
金
井
市
、
小
平
市
、
日
野
市
、
国
分
寺

、
日
野
市
、
国
分
寺
市
、
国
立
市
、
稲
城
市

市
、
稲
城
市
、
西
東
京
市

、
西
東
京
市

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

兵
庫
県

西
宮
市
、
芦
屋
市
、
宝
塚
市

兵
庫
県

西
宮
市
、
芦
屋
市
、
宝
塚
市

四
級
地

茨
城
県

牛
久
市

四
級
地

（
新
設
）

（
新
設
）

埼
玉
県

朝
霞
市

埼
玉
県

さ
い
た
ま
市

千
葉
県

船
橋
市
、
成
田
市
、
習
志
野
市
、
浦
安
市

千
葉
県

船
橋
市
、
浦
安
市

東
京
都

立
川
市
、
昭
島
市
、
東
村
山
市
、
東
大
和
市

東
京
都

立
川
市
、
昭
島
市
、
東
村
山
市
、
国
立
市
、
東
大

、
清
瀬
市

和
市

神
奈
川
県

相
模
原
市
、
藤
沢
市
、
逗
子
市
、
厚
木
市

神
奈
川
県

相
模
原
市
、
藤
沢
市
、
厚
木
市

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

五
級
地

茨
城
県

水
戸
市
、
日
立
市
、
龍
ヶ
崎
市
、
取
手
市
、

五
級
地

茨
城
県

龍
ヶ
崎
市
、
取
手
市
、
牛
久
市
、
つ
く
ば
市
、
守
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つ
く
ば
市
、
守
谷
市

谷
市

埼
玉
県

志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市
、
ふ
じ
み
野
市

埼
玉
県

朝
霞
市
、
志
木
市
、
和
光
市
、
新
座
市

千
葉
県

市
川
市
、
松
戸
市
、
佐
倉
市
、
市
原
市
、
八

千
葉
県

成
田
市
、
佐
倉
市
、
習
志
野
市
、
市
原
市
、
四
街

千
代
市
、
四
街
道
市
、
印
西
市

道
市

東
京
都

東
久
留
米
市
、
あ
き
る
野
市
、
西
多
摩
郡
日

東
京
都

三
鷹
市
、
青
梅
市
、
清
瀬
市
、
東
久
留
米
市
、
あ

の
出
町

き
る
野
市
、
西
多
摩
郡
日
の
出
町

神
奈
川
県

横
須
賀
市
、
平
塚
市
、
小
田
原
市
、
茅
ヶ
崎

神
奈
川
県

横
須
賀
市
、
平
塚
市
、
小
田
原
市
、
茅
ヶ
崎
市
、

市
、
大
和
市
、
伊
勢
原
市
、
海
老
名
市
、
座

逗
子
市
、
大
和
市
、
伊
勢
原
市
、
座
間
市
、
高
座

間
市
、
綾
瀬
市
、
高
座
郡
寒
川
町
、
愛
甲
郡

郡
寒
川
町

愛
川
町

愛
知
県

刈
谷
市
、
豊
田
市

（
新
設
）

（
新
設
）

滋
賀
県

大
津
市
、
草
津
市

滋
賀
県

大
津
市
、
草
津
市

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

広
島
県

広
島
市
、
安
芸
郡
府
中
町

広
島
県

広
島
市

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

六
級
地

（
略
）

（
略
）

六
級
地

（
略
）

（
略
）

茨
城
県

土
浦
市
、
古
河
市
、
北
相
馬
郡
利
根
町

茨
城
県

水
戸
市
、
日
立
市
、
土
浦
市
、
古
河
市
、
北
相
馬

郡
利
根
町

640
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

埼
玉
県

川
越
市
、
川
口
市
、
行
田
市
、
所
沢
市
、
加

埼
玉
県

川
越
市
、
川
口
市
、
行
田
市
、
所
沢
市
、
加
須
市

須
市
、
東
松
山
市
、
春
日
部
市
、
狭
山
市
、

、
東
松
山
市
、
春
日
部
市
、
狭
山
市
、
羽
生
市
、

羽
生
市
、
鴻
巣
市
、
上
尾
市
、
草
加
市
、
越

鴻
巣
市
、
上
尾
市
、
草
加
市
、
越
谷
市
、
蕨
市
、

谷
市
、
蕨
市
、
戸
田
市
、
入
間
市
、
桶
川
市

戸
田
市
、
入
間
市
、
桶
川
市
、
久
喜
市
、
北
本
市

、
久
喜
市
、
北
本
市
、
八
潮
市
、
富
士
見
市

、
八
潮
市
、
富
士
見
市
、
三
郷
市
、
蓮
田
市
、
坂

、
三
郷
市
、
蓮
田
市
、
坂
戸
市
、
幸
手
市
、

戸
市
、
幸
手
市
、
鶴
ヶ
島
市
、
吉
川
市
、
ふ
じ
み

鶴
ヶ
島
市
、
吉
川
市
、
白
岡
市
、
北
足
立
郡

野
市
、
白
岡
市
、
北
足
立
郡
伊
奈
町
、
入
間
郡
三

伊
奈
町
、
入
間
郡
三
芳
町
、
南
埼
玉
郡
宮
代

芳
町
、
南
埼
玉
郡
宮
代
町
、
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
、

町
、
北
葛
飾
郡
杉
戸
町
、
北
葛
飾
郡
松
伏
町

北
葛
飾
郡
松
伏
町

千
葉
県

野
田
市
、
茂
原
市
、
柏
市
、
流
山
市
、
我
孫

千
葉
県

市
川
市
、
松
戸
市
、
柏
市
、
八
千
代
市
、
袖
ヶ
浦

子
市
、
鎌
ケ
谷
市
、
袖
ヶ
浦
市
、
白
井
市
、

市
、
印
旛
郡
酒
々
井
町
、
印
旛
郡
栄
町

印
旛
郡
酒
々
井
町
、
印
旛
郡
栄
町

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

神
奈
川
県

三
浦
市
、
秦
野
市
、
三
浦
郡
葉
山
町
、
中
郡

神
奈
川
県

三
浦
市
、
秦
野
市
、
海
老
名
市
、
綾
瀬
市
、
三
浦

大
磯
町
、
中
郡
二
宮
町
、
愛
甲
郡
清
川
村

郡
葉
山
町
、
中
郡
大
磯
町
、
中
郡
二
宮
町
、
愛
甲

郡
愛
川
町
、
愛
甲
郡
清
川
村

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

愛
知
県

岡
崎
市
、
春
日
井
市
、
津
島
市
、
碧
南
市
、

愛
知
県

岡
崎
市
、
春
日
井
市
、
津
島
市
、
碧
南
市
、
刈
谷

安
城
市
、
西
尾
市
、
稲
沢
市
、
知
立
市
、
豊

市
、
豊
田
市
、
安
城
市
、
西
尾
市
、
稲
沢
市
、
知

明
市
、
日
進
市
、
愛
西
市
、
北
名
古
屋
市
、

立
市
、
愛
西
市
、
北
名
古
屋
市
、
弥
富
市
、
み
よ

弥
富
市
、
み
よ
し
市
、
あ
ま
市
、
長
久
手
市

し
市
、
あ
ま
市
、
海
部
郡
大
治
町
、
海
部
郡
蟹
江

、
愛
知
郡
東
郷
町
、
海
部
郡
大
治
町
、
海
部

町
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郡
蟹
江
町

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
阪
府

岸
和
田
市
、
泉
大
津
市
、
貝
塚
市
、
泉
佐
野

大
阪
府

岸
和
田
市
、
泉
大
津
市
、
貝
塚
市
、
泉
佐
野
市
、

市
、
富
田
林
市
、
河
内
長
野
市
、
和
泉
市
、

富
田
林
市
、
河
内
長
野
市
、
和
泉
市
、
柏
原
市
、

柏
原
市
、
羽
曳
野
市
、
藤
井
寺
市
、
泉
南
市

羽
曳
野
市
、
藤
井
寺
市
、
泉
南
市
、
大
阪
狭
山
市

、
大
阪
狭
山
市
、
阪
南
市
、
三
島
郡
島
本
町

、
阪
南
市
、
三
島
郡
島
本
町
、
豊
能
郡
豊
能
町
、

、
豊
能
郡
豊
能
町
、
豊
能
郡
能
勢
町
、
泉
北

豊
能
郡
能
勢
町
、
泉
北
郡
忠
岡
町
、
泉
南
郡
熊
取

郡
忠
岡
町
、
泉
南
郡
熊
取
町
、
泉
南
郡
田
尻

町
、
泉
南
郡
田
尻
町

町
、
泉
南
郡
岬
町
、
南
河
内
郡
太
子
町
、
南

河
内
郡
河
南
町
、
南
河
内
郡
千
早
赤
阪
村

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

和
歌
山
県

和
歌
山
市
、
橋
本
市

和
歌
山
県

和
歌
山
市
、
橋
本
市

（
削
る
）

（
削
る
）

広
島
県

安
芸
郡
府
中
町

福
岡
県

春
日
市
、
大
野
城
市
、
太
宰
府
市
、
福
津
市

福
岡
県

春
日
市
、
大
野
城
市
、
太
宰
府
市
、
福
津
市
、
糸

、
糸
島
市
、
筑
紫
郡
那
珂
川
町
、
糟
屋
郡
粕

島
市
、
筑
紫
郡
那
珂
川
町
、
糟
屋
郡
粕
屋
町

屋
町

七
級
地

（
略
）

（
略
）

七
級
地

（
略
）

（
略
）

千
葉
県

木
更
津
市
、
東
金
市
、
君
津
市
、
富
津
市
、

千
葉
県

木
更
津
市
、
野
田
市
、
茂
原
市
、
東
金
市
、
流
山

八
街
市
、
山
武
市
、
大
網
白
里
市
、
長
生
郡

市
、
我
孫
子
市
、
鎌
ケ
谷
市
、
君
津
市
、
八
街
市

長
柄
町
、
長
生
郡
長
南
町

、
印
西
市
、
白
井
市
、
山
武
市
、
大
網
白
里
市
、

長
生
郡
長
柄
町
、
長
生
郡
長
南
町
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

石
川
県

金
沢
市
、
河
北
郡
内
灘
町

石
川
県

金
沢
市

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

岐
阜
県

大
垣
市
、
多
治
見
市
、
各
務
原
市
、
可
児
市

岐
阜
県

大
垣
市

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

愛
知
県

豊
橋
市
、
一
宮
市
、
瀬
戸
市
、
半
田
市
、
豊

愛
知
県

豊
橋
市
、
一
宮
市
、
瀬
戸
市
、
半
田
市
、
豊
川
市

川
市
、
蒲
郡
市
、
犬
山
市
、
常
滑
市
、
江
南

、
蒲
郡
市
、
犬
山
市
、
常
滑
市
、
江
南
市
、
小
牧

市
、
小
牧
市
、
新
城
市
、
東
海
市
、
大
府
市

市
、
新
城
市
、
東
海
市
、
大
府
市
、
知
多
市
、
尾

、
知
多
市
、
尾
張
旭
市
、
高
浜
市
、
岩
倉
市

張
旭
市
、
高
浜
市
、
岩
倉
市
、
豊
明
市
、
日
進
市

、
田
原
市
、
清
須
市
、
西
春
日
井
郡
豊
山
町

、
田
原
市
、
清
須
市
、
長
久
手
市
、
愛
知
郡
東
郷

、
丹
羽
郡
大
口
町
、
丹
羽
郡
扶
桑
町
、
海
部

町
、
西
春
日
井
郡
豊
山
町
、
丹
羽
郡
大
口
町
、
丹

郡
飛
島
村
、
知
多
郡
阿
久
比
町
、
知
多
郡
東

羽
郡
扶
桑
町
、
海
部
郡
飛
島
村
、
知
多
郡
阿
久
比

浦
町
、
額
田
郡
幸
田
町
、
北
設
楽
郡
設
楽
町

町
、
知
多
郡
東
浦
町
、
額
田
郡
幸
田
町

、

北
設
楽
郡
東
栄
町
、
北
設
楽
郡
豊
根
村

三
重
県

名
張
市
、
い
な
べ
市
、
伊
賀
市
、
桑
名
郡
木

三
重
県

名
張
市
、
い
な
べ
市
、
伊
賀
市
、
桑
名
郡
木
曽
岬

曽
岬
町
、
員
弁
郡
東
員
町
、
三
重
郡
菰
野
町

町
、
員
弁
郡
東
員
町
、
三
重
郡
朝
日
町
、
三
重
郡

、
三
重
郡
朝
日
町
、
三
重
郡
川
越
町

川
越
町

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

京
都
府

城
陽
市
、
乙
訓
郡
大
山
崎
町
、
久
世
郡
久
御

京
都
府

城
陽
市
、
乙
訓
郡
大
山
崎
町
、
久
世
郡
久
御
山
町

山
町

（
削
る
）

（
削
る
）

大
阪
府

泉
南
郡
岬
町
、
南
河
内
郡
太
子
町
、
南
河
内
郡
河
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南
町
、
南
河
内
郡
千
早
赤
阪
村

兵
庫
県

姫
路
市
、
加
古
川
市
、
三
木
市
、
高
砂
市
、

兵
庫
県

姫
路
市
、
加
古
川
市
、
三
木
市
、
高
砂
市
、
加
古

加
古
郡
稲
美
町
、
加
古
郡
播
磨
町

郡
稲
美
町
、
加
古
郡
播
磨
町

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

山
口
県

周
南
市

山
口
県

周
南
市

徳
島
県

徳
島
市

（
新
設
）

（
新
設
）

香
川
県

高
松
市

香
川
県

高
松
市

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

そ
の
他

全
て
の
都
道

そ
の
他
の
地
域

そ
の
他

全
て
の
都
道

そ
の
他
の
地
域

府
県

府
県

備
考

こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当
該

備
考

こ
の
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
地
域
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
に
お
い
て
当

地
域
に
係
る
名
称
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
区
域
を
い
い
、
そ
の
後
に
お
け
る
当
該
名

該
地
域
に
係
る
名
称
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
区
域
を
い
い
、
そ
の
後
に
お
け
る
当
該

称
又
は
当
該
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

名
称
又
は
当
該
区
域
の
変
更
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
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厚生労働大臣が定める特に業務に従事した経験

が必要な者（仮称）

645



○
厚
生
労
働
省
告
示
第

号

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

十
四
号
）
第
三
条
の
四
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
に
業
務
に
従
事

し
た
経
験
が
必
要
な
者
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
に
業
務
に
従
事
し
た
経
験
が
必
要
な
者

指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三

十
四
号
）
第
三
条
の
四
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
に
業
務
に
従
事
し
た
経
験
が
必
要
な
者
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
に
お
い
て
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る

基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第

号
）
に
よ
る
改
正
前
の
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
（
平
成
二
十
四
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
十
八
号
）
第
三
号
に
該
当
し
て
い
た
者
（

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
と
し
て
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任

者
の
業
務
に
一
年
以
上
従
事
し
た
も
の
を
除
く
。
）
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